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第１章 総     説 

 岡山県における教職員の福利厚生に関しては，県・公立学校共済組合岡山支部・財団法人岡山

県教育職員互助組合の三者が密接な連携をとりながら実施している。その概略及び法的根拠は次

のとおりである。 

 

○ 県 

 県では，地方公務員法第42条の規定に基づき，職員の保健，元気回復，その他厚生事業を行

っている。 

 また，学校保健法，結核予防法，労働安全衛生法に基づき，教職員の健康診断を実施している｡ 

 その他に，退職手当の支給（岡山県職員の退職手当に関する条例），子ども手当の支給（子ど

も手当法・児童手当法），教職員住宅の管理運営（地方公務員法），財形貯蓄の控除・預入（勤

労者財産形成法）を行っている。 

 

○ 公立学校共済組合岡山支部 

 公立学校共済組合は，地方公務員法第43条の規定を受けた地方公務員等共済組合法に基づき

設立された認可法人で，岡山県には，岡山支部が設置されている。 

 その設立の目的は，社会保障制度の一環として相互救済により，職員やその被扶養者の生活

の安定と福祉の向上に寄与するとともに，公務の能率的運営に資することとなっている。 

 当支部では，大きくわけて３つの事業（短期給付・長期給付・福祉事業）を行っている。 

 

○ 財団法人 岡山県教育職員互助組合 

 財団法人岡山県教育職員互助組合は，「岡山県職員の共済制度に関する条例」に基づき，教職

員の相互共済及び福利増進を目的として設立された公益法人であり，平成20年12月１日の公益

法人制度改革関連３法の施行により特例民法法人となった。 

 寄附行為第３条には，互助組合の設立目的として「岡山県における教育文化の振興発展並び

に教職員及び教育関係者の福利向上生活の安定を図ること」を掲げている。 

 互助組合では次の事業を行っている。 

 給付・貸付・文化厚生・預金・団体保険・退職互助部事業
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１．共済組合の組合員 

(1) 組合員の範囲（法第２条・第３条，施行令第２条，運用方針法第２条関係，定款第21条） 

 次に掲げる職員は，その職員となった日から公立学校共済組合岡山支部の組合員となる。 

① 公立学校の職員（学校給食法に規定する施設（共同調理場）に勤務する県費負担の学校

栄養職員を含む。）並びに県教育委員会及びその所管に属する教育機関（公立学校を除く。）

の職員で，常時勤務に服することを要する地方公務員 

  なお，次に掲げる者が含まれる。 

ア．地方公務員法（昭和25年法律第261号）第27条第２項に規定する休職の処分を受けた

者又は同法第29条第１項に規定する停職の処分を受けた者 

イ．地方公務員法第55条の２第５項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27

年法律289号）第６条第５項（同法附則第５項において準用する場合を含む。）の規定に

より休職とされた者 

ウ．教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項の規定により大学院修学休業

している者 

エ．地方公務員法第26条の５第１項に規定する自己啓発等休業している者 

オ．外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律

（昭和62年法律第78号）第２条第１項の規定により派遣された者 

カ．地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第109号）第２条第１項の規定

により育児休業をしている者又は同法第11条第１項に規定する育児短時間勤務職員（同

法第17条の規定による勤務をしている者を含む。） 

キ．定年に関する条例の規定により定年に達した職員で勤務延長される者及び定年退職者

で再任用される者 

ク．公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）第

２条第１項の規定により派遣された者 

ケ．常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち，雇用関係が事実上継続している

と認められる場合において，常時勤務に服することを要する地方公務員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日（法令の規定により，勤務を要しないこととされ，又

は休暇を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が，引き続いて12月を超えるに至った

者で，その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要するこ

ととされている者 

② 常時勤務に服することを要する公立学校共済組合岡山支部及び宿泊所の職員 

③ 常時勤務に服することを要する公立大学法人の役職員 

(2) 組合員の所属（運営規則第４条） 

 公立学校等に勤務する職員である組合員は，それぞれ当該公立学校等に置かれる所属所に
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所属し，かつ，当該所属所が置かれる岡山支部に所属する。 

(3) 組合員資格の得喪（法第39条） 

① (1)の職員となった者は，その職員となった日から組合員の資格を取得する。 

 なお，(1)のケに該当する場合は，18日以上勤務した月が12か月経過後の翌月１日から

組合員の資格を取得する。 

② 組合員が，死亡したとき，又は退職したときは，その翌日から組合員の資格を喪失する。 

③ 組合員が他の組合を組織する職員となったときは，その日から前の組合の組合員の資格

を喪失し，後の組合の組合員の資格を取得する。 

(4) 組合員資格の得喪手続(施行規程第91条・第93条，運営規則第11条・第12条・第14条・第15条） 

 組合員の資格を取得又は喪失等したときは，次の関係書類をすみやかに所属所長を経由し

て公立学校共済組合岡山支部長（以下「支部長」という。）に提出する。（組合員異動報告書

については所属所長が提出する。） 

区 分 提 出 書 類 

資

格

取

得 

新規に採用されたとき 

組合員資格取得届書（様式集１頁） 

年金加入期間等報告書（様式集２頁） 

履歴書（様式集３頁） 

(1)の①のケに該当する者は勤務状況等証明書（様式集４頁）

公立学校共済組合の他の支

部から転入したとき 

組合員資格取得届書，年金加入期間等報告書，履歴書 

組合員転入届書（様式集５頁） 

元の支部の組合員証（被扶養者証） 

他の共済組合から転入した

とき 

組合員資格取得届書，年金加入期間等報告書，履歴書 

組合員転入届書 

資

格

喪

失 

退職又は死亡したとき 
組合員異動報告書（様式集７頁） 

組合員証（被扶養者証） 

公立学校共済組合の他の支

部へ転出したとき 

組合員転出届書（様式集６頁），前歴報告後の履歴書 

組合員異動報告書 

他の共済組合へ転出したと

き 

組合員転出届書，前歴報告後の履歴書 

組合員異動報告書，組合員証(被扶養者証) 

支

部

内

の

異

動 

市町村費負担組合員が同一

市町村内で所属所を異動し

たとき 

組合員異動報告書 

給与負担区分に異動があっ

たとき 

組合員異動報告書 

組合員証（被扶養者証），辞令の写 

期限付組合員が組合員期間

を更新したとき 

組合員異動報告書 

組合員証（被扶養者証），辞令の写 

◆組合員資格取得・喪失の証明 

国民健康保険の手続き等のため，組合員資格喪失証明書が必要である場合は，支部に申

し出れば（申請書が必要）証明書が交付される。 


